
○朝霞市市民コメント手続実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民コメント手続に関し必要な事項を定め、行政運営に

おける公正の確保と透明性の向上を図るとともに、市民の市政への参加を促

進し、市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「市民コメント手続」とは、市の施策等の策定の意

思決定過程において、事前にその案を公表し、市民から意見又は提案（以下

「意見等」という。）を求め、提出された意見等の概要、当該意見等に対す

る市の考え方等を公表するとともに、意思決定に反映させる一連の手続をい

う。 

２ この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、

監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

３ この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。 

(１) 市内に住所を有する者 

(２) 市内に事務所又は事業所を有するもの 

(３) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者 

(４) 市内に存する学校に在学する者 

(５) 市民コメント手続に係る事案に利害関係を有するもの 

（対象） 

第３条 市民コメント手続の対象となる施策等（以下「対象施策等」とい

う。）の策定は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 市の総合的な構想、計画又は個別行政分野における施策の基本方針そ

の他基本的な事項を定める計画の策定又は改定 

(２) 次に掲げる条例等の制定又は改廃に係る案の策定 

ア 市政に関する基本方針を定める条例又は宣言等 

イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例（金

銭の賦課徴収に関する条項を除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要

綱の規定は適用しない。 

(１) 緊急を要するもの 

(２) 軽微なもの 

(３) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの 

(４) この要綱に定める手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ず

る機関が行った報告、答申等に基づき策定をするもの 



(５) 法令に意見公募手続等が定められているもの 

(６) 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項の規定による

直接請求により議会に付議するもの 

（対象施策等の公表） 

第４条 実施機関は、対象施策等を策定し、又は改定しようとするときは、そ

の意思決定を行う前の適切な時期に、対象施策等の案を公表するものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により対象施策等の案を公表するときは、次に掲

げる資料等を併せて公表するものとする。 

(１) 対象施策等の案を作成した趣旨、目的、背景及び概要 

(２) その他対象施策等の案に関連する資料 

３ 実施機関は、第３条第２項各号のいずれかに該当することにより市民コメ

ント手続を実施しないで対象施策等を策定した場合には、当該施策等の公表

と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、第１号に

掲げる事項のうち対象施策等の趣旨については、同項第１号から第４号まで

のいずれかに該当することにより市民コメント手続を実施しなかった場合に

おいて、当該施策等自体から明らかでないときに限る。 

(１) 対象施策等の題名及び趣旨 

(２) 市民コメント手続を実施しなかった旨及びその理由 

（公表の方法） 

第５条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 

(１) 市政情報コーナー及び実施機関が指定する場所における閲覧及び配布 

(２) 市のホームページへの掲載 

２ 実施機関は、前項の規定によるほか、対象施策等の案等について、次に掲

げる方法を活用し、周知を図るものとする。ただし、第２号及び第３号に掲

げる方法を用いる場合は、次条第１項及び第２項で定める意見等の提出期間

前及び提出期間中に、周知を図るものとする。 

(１) 市の広報紙への掲載 

(２) 朝霞市ソーシャルメディア運用要領（令和３年朝霞市要領）に規定す

るＳＮＳの朝霞市公式アカウントによる発信 

(３) メール配信サービスによる配信 

３ 実施機関は、前２項の規定によるほか、対象施策等の案等について次に掲

げる方法を必要に応じて活用し、周知を図るよう努めるものとする。 

(１) 報道機関への発表 

(２) 関係団体への発表 

４ 実施機関は、前３項の規定にかかわらず、公表しようとする内容が相当量



に及ぶ場合は、公表しようとする内容全体の入手方法を明示した上で、内容

の一部を省略し、公表することができる。 

（意見の提出） 

第６条 実施機関は、市民等が対象施策等の案についての意見等を提出するた

めに必要とされる期間を勘案し、３０日以上の意見等の提出期間を定め、対

象施策等の案の公表時に明示するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、３０日以上の意見等の提出期間を

定めることができないやむを得ない理由があるときは、３０日未満の意見等

の提出期間を定めることができる。この場合においては、対象施策等の案の

公表の際その理由を明らかにしなければならない。 

３ 意見等の提出方法は、実施機関への持参、郵便、ファクシミリ、電子メー

ル等の手段を用いることとし、実施機関が対象施策等の案の公表時に明示す

るものとする。 

４ 意見等を提出しようとする市民等は、意見等を提出する際に、個人にあっ

ては住所及び氏名、法人その他の団体にあっては事務所の所在地、名称及び

代表者の氏名を明記するものとする。 

（意見の取扱い及び意思決定後の対象施策等の公表） 

第７条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、対象施

策等の策定の意思決定を行うものとする。 

２ 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、意思決定後の対

象施策等、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方並び

に案を修正したときはその修正の内容を公表するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、提出された意見等のうち、公表す

ることにより個人又は法人その他の団体の権利又は利益を害するおそれがあ

るもの等については、その全部又は一部を公表しないことができる。 

４ 第５条第１項各号の規定は、第２項の規定による公表について準用する。 

５ 第２項に定める事項に係る市政情報コーナー及び市のホームページでの公

表期間は、原則として対象施策等の期間と同一の期間とする。ただし、対象

施策等の期間に定めがないものについては、公表開始から５年間とする。 

６ 実施機関は、市民コメント手続を実施したにもかかわらず、対象施策等を

策定しないこととした場合には、その旨（別の対象施策等の案について改め

て市民コメント手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。）

及び次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。 

(１) 対象施策等の題名及び趣旨 

(２) 対象施策等の案の公表日 



（一覧表の作成及び公表） 

第８条 市長は、この要綱による手続を行っている案件の一覧表を作成し、市

のホームページへの掲載の方法により市民等に公表するものとする。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この要綱の施行の際、現に立案過程にある対象施策等については、この要

綱の規定は適用しない。ただし、可能な範囲において、パブリック・コメン

ト手続に準じた手続を実施するものとする。 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月１日から施行する。 

 


